
令和７年度 幼児教育相談員採用選考（公募）案内 

 

１ 採用予定人数及び職務内容 

採用予定人数 職務内容 

２名程度 

（１）幼児教育に係る相談に関すること。 

（２）他の教育相談機関その他の団体との連絡及び 

相談に関すること。 

 

２ 勤務条件等 

職の位置づけ 
地方公務員法第 22条の２第１項第１号に定める会計年度任用職員の職

となります。 

任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

※当職に在職する者を対象とした次の年度（任用期間）の職の採用選考

に、４回を限度に申し込むことができますが再度の任用を保証するも

のではありません。 

勤務場所 

大田区立教育センター 

※敷地内は禁煙です。 

※勤務場所の変更はありません。 

勤務時間等 

・１日７時間 45 分・週３日（週 23時間 15 分） 

・原則、８時 30 分から 17 時 15 分まで（休憩時間 60 分） 

・超過勤務は原則無し。ただし、公務のため臨時又は緊急の必要がある

場合には、超過勤務となる場合があります。 

休日 

・原則、土曜日・日曜日に加えて月曜日から金曜日までの間で固定され

た曜日が週休日となります（週４日）。 

・上記の週休日に加え、以下が休日となります。 

① 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

② 年末年始の休日（12 月 29 日から１月３日までの間。ただし①を除く。） 

③ 国の行事が行われる日で規則で定める日 

休暇 

年次有給休暇や夏季休暇、慶弔休暇等の特別休暇が付与されます。 

※各休暇等の付与については、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する規則（令和元年規則第 41 号）及び職員の育児休業等に関する条例施

行規則（平成４年規則第 38 号）によります。  

報酬額 

月額 182,592 円 

※令和８年３月 31日時点で当該職としての任用期間が引き続き１年以

上ある方は、185,904円 

諸手当（相当額） 期末手当、勤勉手当、通勤手当相当額、超過勤務手当相当額 

社会保険 
東京都職員共済組合（短期給付（健康保険））、厚生年金保険及び雇用保

険に加入となります。 



公務災害 
区の非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険のいずれか

が適用されます。 

服 務 

・地方公務員法の分限・懲戒及び服務に関する規定の適用となります。 

・営利企業への従事等の制限の対象からは除外されており、兼業するこ

とができます。 

 注）記載されている報酬額等については、令和８年度の予算編成に関する議決を経て確定する

ものであること、また、特別区人事委員会勧告等の状況により報酬額を含む勤務条件等に 

変更が生じる可能性があることにご留意ください。 

 

３ 受験資格 

次の要件をどちらも満たしている者 

（１）幼稚園教諭としての勤務経験を有し、かつ国公立幼稚園における副園長（教頭）、園長など

と同等の幼稚園全体を管理する職務の経験を有する者 

（２）幼児の発達や教育に関する相談者からの相談内容を理解し、関係者と連携しながら、相談

者の悩みの解消又は軽減に向けて取り組むために必要な専門知識及び経験を有する者 

※ただし、上記（１）、（２）を満たしていても、地方公務員法第 16 条の規定に該当する方は

受験できません。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの

以外）は受験できません。 

※ 日本国籍を有しない方も受験できます。なお、受験できる日本国籍を有しない方の範囲は、「出入国管理

及び難民認定法別表第２（永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者）に掲げる在留資格

を有する方及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に

定める特別永住者」とします。 

 

４ 選考方法等 

（１）選考方法 

採用選考は筆記（作文）及び面接により行い、その結果を総合的に判定し、合否を決定し

ます。 

※面接は令和７年 12 月中旬頃を予定しています。面接会場はニッセイアロマスクエア５階

大田区教育委員会会議室にて実施いたします。日時は後日郵送にてお知らせいたします。 

 

地方公務員法第１６条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しく

は選考を受けることができない。 

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯

し、刑に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



（２）判断基準 

   筆記（作文）及び面接における判定の基準については、以下のとおりになります。 

 【筆記（作文）】 

問題意識 
職務に当たる視点で状況認識ができているか。問題意識に幅広さや深さ

が感じられるか。 

論理性 記述内容に説得力があるか。論理に幅広さや深さが感じられるか。 

独自性・表現力 自分の言葉で記述しているか。作文の表現が豊かか。 

【面接】 

知識及び技能 職務上必要な専門知識及び技能の保有度はどうか。 

積極性 意欲を持って職務に当たることができるかどうか。 

勤勉性 真面目にかつ熱心に職務に当たることができるかどうか。 

対人関係能力 
受容的に相手の話を聞き、相手に安心感を与えることができるか。 

他の教育相談員や、相談機関の職員と連携して業務を遂行できるか。 

 

５ 合格者の発表方法 

  令和８年１月中旬頃、郵送にて通知します。 

 

６ 申込み方法 

（１）提出書類 

申込書 

・申込書は、教育総務部幼児教育センターで配布します。 

また、区ホームページからもダウンロードできます。 

・記入にあたっては、申込書裏面の「記入上の注意」をよく読んでください。 

・申込書には、必要事項を記入し、写真を貼ってください。 

（写真の裏に必ず記名をしてください。） 

作 文 

様式については、申込書と同様の方法により配布を行います。 

【課題】「幼児教育相談員として、子育てやこどもの発達に不安や悩みを抱え 

る保護者に寄り添う中で、どのようにコミュニケーションを図り、理 

解を深めますか」 

【字数】800字～1600 字以内 

※以下のどちらかの形式で作成してください。 

・手書きで作成したもの（自筆） 

 Ａ４判 400字詰め原稿用紙（横書き） 

  黒色のペン又はボールペンを使用（消えるペンは不可） 

 ・パソコンやその他デバイスで作成し、プリントアウトしたもの 

 

（２）提出方法 

   下記の申込先まで郵送又は持参。提出書類は返却いたしません。予めご了承ください。 

申込期限 

令和７年 11 月 21 日（金）まで 

※窓口受付は午前８時 30 分から午後５時 00分まで(土・日・祝日を除く) 

※郵送は消印有効 



申 込 先 
〒144－8623 大田区蒲田五丁目 37 番１号 ニッセイアロマスクエア５階 

大田区教育総務部 幼児教育センター 幼児教育担当 

 

７ 個人情報の取扱いについて 

  個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び大田区個人情報の保護に関する法律 

 施行条例による適正管理を行っています。大田区では、提出された関係書類やそれに基づき作 

 成した資料等を採用選考及び採用事務にのみ使用し、厳重に管理するとともに、特別区人事委 

 員会等の採用関係機関以外の第三者には提供いたしません。また、規定の保存年限経過後には 

 適切な方法で廃棄しています。 

 

８ その他 

（１）合格発表後、申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合、合格を取り消すことが 

あります。 

（２）採用はすべて条件付のものとし、採用後１か月間（採用後１か月間の勤務日数が 15 日に 

満たない場合には、その日数が 15 日に達するまで）を良好な成績で勤務したときに会計年 

度任用職員として正式採用となります。 

 

９ 問い合わせ先 

  大田区教育総務部 幼児教育センター 

  幼児教育担当 高垣・古谷 

  〒144－8623 大田区蒲田五丁目 37番１号 ニッセイアロマスクエア５階 

  電話 03（5744）1618 

 

大田区教育委員会（ニッセイアロマスクエア）案内図 

            ＪＲ京浜東北線、東急多摩川線、池上線 

            「蒲田駅」東口から徒歩約３分 

            京浜急行線 

            「京急蒲田駅」西口から徒歩約８分 

 

  


